
統計改革の推進体制について

【目的】 政府全体におけるEBPM（証拠に基づく政策立案）の定着、国民のニーズへの対応等の統計行政部
門を超えた見地から推進するため、関係閣僚等で構成する統計改革推進会議を設け、改革の大きな方
向性を取りまとめるとともに、改革の進捗状況をチェックする。

【任務】 以下に掲げる抜本的な統計改革、一体的な統計システムの整備について検討し、具体的な方針を取
りまとめ、今夏の骨太方針に反映するとともに、統計委員会、関係府省等が連携して進める具体的取
組の進捗状況をチェックし、改革を後押しする。
・EBPM推進体制の構築
・生産面を中心に見直したGDP統計への整備等
・GDP統計の精度向上等経済統計の改善
・統計システムの再構築（利用者視点に立った信頼性向上等）
・統計行政部門の構造的課題への対応（人員・予算等の検討、人材の育成・確保、業務の効率化等）

【構成員】（閣僚等）官房長官（議長）、行政改革担当大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、総務大
臣、財務大臣、経済産業大臣、日本銀行総裁

（有識者）統計に関する専門知識を有する者９名（別紙）

統計改革推進会議

幹事会

【構成員】（行政機関等）副長官補＋関係府省及び日本銀行の局長クラス等
（有識者）推進会議の有識者
（経団連）経済財政委員会統計部会長

＜事務局＞統計改革推進室

コア幹事会
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統計改革推進会議 有識者

氏名 役職

伊藤 元重 学習院大学国際社会科学部教授

金本 良嗣 電力広域的運営推進機関理事長
政策研究大学院大学特別教授

川﨑 茂 日本大学経済学部教授

新家 義貴 （株）第一生命経済研究所主席エコノミスト

西村 淸彦 東京大学大学院経済学研究科教授

橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科教授

宮川 努 学習院大学経済学部教授

美添 泰人 青山学院大学経営学部プロジェクト教授

渡辺 努 東京大学大学院経済学研究科教授

（五十音順）
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統計改革推進会議の進め方について（案）

第１回 統計改革推進会議2月 3日

具体的な方針を取りまとめ5月中旬目途

12月以降 進捗状況をチェックし、改革を後押し

幹事会・
コア幹事会
（随時）

（概算要求等）
（法律改正の検討等改革の推進）

平成28年12月21日 「統計改革の基本方針」決定

中間報告4月中旬目途

「統計改革推進室」 設置平成29年 1月24日

・EBPM推進体制の構築
・生産面を中心に見直したＧＤＰ統計への整備
・GDP統計の精度向上等経済統計の改善
・統計システムの再構築（利用者視点に立った信頼性向上等）
・統計行政部門の構造的課題への対応（人員・予算等の検討、人材
の育成・確保、業務の効率化等）

検
討
課
題

（具体的な方針の調整）

検討

反映

骨太方針
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統計改革の現状と課題（主なもの）
検討項目 現状 課題

１．ＥＢＰＭ推進体制の
構築

• 統計等が政策立案に十分に使われておらず、ＥＢＰＭ（証拠
に基づく政策立案）が定着していない

• 統計作成部局と政策立案部局との連携が不十分
• ＥＢＰＭを推進するための体制・人的資源が不十分

• ＥＢＰＭを徹底する方針の確立
• 統計ユーザーのニーズが統計作成部局に伝達され、統計の改
善、更なる政策立案につながる仕組みの確立

• ＥＢＰＭの推進のための体制整備

２．生産面を中心に見直
したＧＤＰ統計への
整備

• 現在ＧＤＰのベースとなっている産業連関表について、精度確
保に限界という指摘。

• 日本以外のG7諸国では、産業連関表のSUT（供給・使用
表）体系への転換により精度確保に対応。

• SUT体系への転換には、産業・商品分類の整備や一次統計の
見直しと拡充が必要。

• SUT体系転換には、①開発と作成のためリソース（人員、人材、
予算）の抜本的な拡充②地方公共団体や調査報告者（企
業等）の理解と協力が必要。

３．ＧＤＰ統計の精度向
上等経済統計の改善

• 関係各省庁（日銀を含む）、有識者の検討を経て、昨年末経
済財政諮問会議で「統計改革の基本方針」の別紙Ｉ（ＧＤＰ
統計に用いられる基礎統計の改善）及び別紙ＩＩ（ＧＤＰ
統計の加工・推計手法等の改善）で、詳細な改善項目を決定
したところ。

• 左記取組方針に基づき、別紙Ｉ、ＩＩ等の課題や更に取り組
むべき課題について、統計委員会で精査・具体化し、着実に実
行する。

• （特に会議として検討すべき課題がある場合には、今後追
加。）

４．統計システムの再構
築（利用者視点に立った
信頼性向上等）

• 政府統計が政策立案に十分使われていない、使われ得るものと
なっていないとの指摘。

• 政府統計の公表、データ提供等に関し、利用者ニーズが十分反
映されていないとの指摘。

• 政策立案を支援する政府統計の確立と利用者視点に立った見
直しのための枠組みが必要。

• 官民の統計利用者のニーズを把握し、それを反映していくための
枠組みが必要。

５．統計行政部門の構造
的課題への対応（人
員・予算等の検討、人材の
育成・確保、業務の効率化
等）

• 統計調査の回収率の確保のためには、報告者の理解を得る必
要があるが、従来から統計調査の負担感・重複感等が大きいとの
指摘。

• ＧＤＰ統計の整備、ＥＢＰＭ促進等の改革を継続的に支える
リソースが不十分との指摘。

• 政府全体のスリム化の一環で統計部門もスリム化した結果、体
制が弱体化したとの指摘。

• 報告者の負担軽減や業務効率化等の一層の徹底が必要。
• ＧＤＰ統計の整備等を支える人員、予算等の集中的・重点
的な確保が必要。

• 統計を戦略的に政策に利活用できる人材と、将来の統計の継
続的改善を担う専門的な統計人材の確保・育成が必要。
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視点２ 「統計行政」の在り方関係

＜民間等の利用者のニーズの把握と利用者視点に立った見直し＞
（主な意見）
✔ 潜在的なニーズも含め、ユーザーニーズを発掘し、統計改革に取り入れる仕組が必要④
✔ どこの部局にどのような統計等があるのかがわかるようにする必要。その際、どこにどういうデータが
どの程度あるかが分かる人を置く必要④

✔ 統計の作成方法に関する情報開示の徹底と、公表（調査票情報の提供を含む。）の迅速化、時系列デー
タの充実、同種の統計間の用語の定義の統一などが必要④

✔ 統計を改善するためには、使われる必要があり、データのインターフェースを向上と迅速性が重要④

✔ 諸外国の状況も踏まえ、統計調査票情報だけでなく行政記録情報をも厳格な安全性の下で利用できるオ
ンサイト施設を整備すべき（まずは、調査票情報から収集し、その後行政記録情報へと拡大）④

✔ オンサイト施設は今の段階では調査票情報だけを扱っているが、行政記録情報も入れることで充実した
ミクロのデータベースが可能となるものであり、この点が目玉④

✔ オンサイト施設への行政記録情報の提供を促進するためにも、EBPM推進体制ができたときに、ニーズ
をどのように汲み上げて、どのような体制をつくっていくかが重要④

✔ オンサイト施設の安全性と利便性を担保する制度インフラが必要④
✔ 行政機関が他省の行政記録情報を使う場合も、オンサイト施設を使うようにすれば、データが分散する
危険を防止可能。税務データなどは、この中以外で使うのは考えられない④

✔ オンサイト施設で、自治体の政策部局が固定資産税情報を使えるようになれば、行政サービスも向上④
✔ オンサイト施設では、マイナンバーや法人番号で、データが安全にリンクできる仕組が必要④
✔ オンサイト施設による方法だけでなく、クラウドに保存した各種情報にアクセスする機器を配布し、
データ持ち出しの際にチェックを行うフランスの事例も参考にすべき④

✔ 行政記録情報の提供について、要請にとどまらず、各省に使いやすい形で提供することを命ずることが
できるくらいの仕組が必要④⑤

平成29年3月16日
統計改革推進会議
第４回コア幹事会資料
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